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通所リハビリテーションの場合の利用者負担額（１割）        (令和 ３年 ４月 １日現在) 

 

１  保険給付の自己負担額 

［３時間以上４時間未満］       ［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１    ４８３円       ・要介護１    ７５７円 

・要介護２    ５６１円       ・要介護２    ８９７円 

・要介護３    ６３８円       ・要介護３  １，０３９円 

・要介護４    ７３８円       ・要介護４  １，２０６円 

・要介護５    ８３６円       ・要介護５  １，３６９円 

２ 通所リハビリテーション計画に基づき、下記の料金が加わります。 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、１日につき２２円加算されます。 

② 入浴介助加算（Ⅰ）算定時、１日につき４０円加算されます。 

③ リハビリテーションマネジメント加算（B）イ算定時、開始月から６月以内は１月につ

き８３０円、開始から６月を超えると１月につき５１０円加算されます。 

 開始時から１月以内に、ご自宅での生活状況・環境・ご本人、ご家族の希望をお伺いす

る為、職員の訪問があります。 

 開始時から６月以内は１月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

 開始から６月を超えると、３月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

④ 短期集中個別リハビリテーション実施加算算定時、１日につき１１０円加算されます。 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき２４０円加算されます。 

⑥ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき１，９２０円加算されます。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施加算算定時、開始月から６月以内は１，２５０円

が１月につき加算されます。 

⑧ 口腔機能向上加算（Ⅰ）算定時、１日につき１５０円加算されます。 

（月２回限度３か月以内の限度に限り） 

⑨ リハビリテーション提供体制加算算定時、1日につき２８円加算されます。 

   （利用時間：７時間以上８時間未満に限り） 

⑩ 送迎がなされなかった際に限り片道につき４７円減算されます。 

⑪ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に４．７％乗じた額が加

わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑫ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に２．０％乗じた 

額が加わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑬ 通所リハビリテーション令和３年９月３０日までの上乗せ分が新型コロナウイルス感
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染症への対応として基本料金の合計に０．１％乗じた額が加わります。 

 

３ 利用料   

①  食費（１回につき） ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 
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通所リハビリテーションの場合の利用者負担額（２割）        (令和 ３年 ４月 １日現在) 

 

１  保険給付の自己負担額 

［３時間以上４時間未満］       ［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１    ９６６円       ・要介護１  １，５１４円 

・要介護２  １，１２２円       ・要介護２  １，７９４円 

・要介護３  １，２７６円       ・要介護３  ２，０７８円 

・要介護４  １，４７６円       ・要介護４  ２，４１２円 

・要介護５  １，６７２円       ・要介護５  ２，７３８円 

２ 通所リハビリテーション計画に基づき、下記の料金が加わります。 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、１日につき４４円加算されます。 

② 入浴介助加算（Ⅰ）算定時、１日につき８０円加算されます。 

③ リハビリテーションマネジメント加算（B）イ算定時、開始月から６月以内は１月につ

き１，６６０円、開始から６月を超えると１月につき１，０２０円加算されます。 

 開始時から１月以内に、ご自宅での生活状況・環境・ご本人、ご家族の希望をお伺いす

る為、職員の訪問があります。 

 開始時から６月以内は１月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

 開始から６月を超えると、３月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

④ 短期集中個別リハビリテーション実施加算算定時、１日につき２２０円加算されます。 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき４８０円加算されます。 

⑥ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき３，８４０円加算されます。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施加算算定時、開始月から６月以内は２，５００円

が１月につき加算されます。 

⑧ 口腔機能向上加算（Ⅰ）算定時、１日につき３００円加算されます。 

（月２回限度３か月以内の限度に限り） 

⑨ リハビリテーション提供体制加算算定時、1日につき５６円加算されます。 

   （利用時間：７時間以上８時間未満に限り） 

⑩ 送迎がなされなかった際に限り片道につき９４円減算されます。 

⑪ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に４．７％乗じた額が加

わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑫ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に２．０％乗じた 

額が加わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑬ 通所リハビリテーション令和３年９月３０日までの上乗せ分が新型コロナウイルス感
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染症への対応として基本料金の合計に０．１％乗じた額が加わります。 

 

３ 利用料   

①  食費（１回につき） ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 
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通所リハビリテーションの場合の利用者負担額（３割）        (令和 ３年 ４月 １日現在) 

 

１  保険給付の自己負担額 

［３時間以上４時間未満］       ［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１  １，４４９円       ・要介護１  ２，２７１円 

・要介護２  １，６８３円       ・要介護２  ２，６９１円 

・要介護３  １，９１４円       ・要介護３  ３，１１７円 

・要介護４  ２，２１４円       ・要介護４  ３，６１８円 

・要介護５  ２，５０８円       ・要介護５  ４，１０７円 

２ 通所リハビリテーション計画に基づき、下記の料金が加わります。 

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ）、１日につき６６円加算されます。 

② 入浴介助加算（Ⅰ）算定時、１日につき１２０円加算されます。 

③ リハビリテーションマネジメント加算（B）イ算定時、開始月から６月以内は１月につ

き２，４９０円、開始から６月を超えると１月につき１，５３０円加算されます。 

 開始時から１月以内に、ご自宅での生活状況・環境・ご本人、ご家族の希望をお伺いす

る為、職員の訪問があります。 

 開始時から６月以内は１月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

 開始から６月を超えると、３月に１回、リハビリテーション会議を開催します。 

④ 短期集中個別リハビリテーション実施加算算定時、１日につき３３０円加算されます。 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき７２０円加算されます。 

⑥ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）算定時、開始月から起算して３ 

月以内は１日につき５，７６０円加算されます。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施加算算定時、開始月から６月以内は３，７５０円

が１月につき加算されます。 

⑧ 口腔機能向上加算（Ⅰ）算定時、１日につき４５０円加算されます。 

（月２回限度３か月以内の限度に限り） 

⑨ リハビリテーション提供体制加算算定時、1日につき８４円加算されます。 

   （利用時間：７時間以上８時間未満に限り） 

⑩ 送迎がなされなかった際に限り片道につき１４１円減算されます。 

⑪ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に４．７％乗じた額が加

わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑫ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）として、基本料金と諸加算の合計に２．０％乗じた 

額が加わります。（支給限度基準額算定対象外） 

⑬ 通所リハビリテーション令和３年９月３０日までの上乗せ分が新型コロナウイルス感
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染症への対応として基本料金の合計に０．１％乗じた額が加わります。 

 

３ 利用料   

①  食費（１回につき） ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 


